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規

則

■群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
四
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
四
十
九
号

群
馬
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
財
務
規
則
（
平
成
三
年
群
馬
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
中
「
指
定
金
融
機
関
の
所
在
す
る
都
道
府
県
内
」
を
「
全
国
の
区
域
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第２４５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年１１月４日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 １２２号 館林市高根町字行人塚４８９番の４４ 前 １０．１～３３．３ ３８５８．５
地先から同市苗木町字苗木西２４４７
番の８地先まで 後 １０．１～３３．３ ３８５８．５

２７．２～４０．１ １８９．９
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病
院
管
理
規
程

■群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
四
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
五
号

群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
職
務
権
限
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
病
院
局
長
の
項
第
二
十
六
号

中
「
事
故
報
告
」
を
「
報
告
」
に
改
め
、
同
号

の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
二
百
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
事
故
の
報
告
等
を
処
理
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
四
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
十
六
号

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
一
章

雑
則
（
第
二
百
九
条
―
第
二
百
十
一
条
）
」
を

「
第
十
一
章

職
員
の
賠
償
責
任
（
第
二
百
九
条
―
第
二
百
九
条
の
三
）

に
改
め
る
。

第
十
二
章

雑
則
（
第
二
百
十
条
・
第
二
百
十
一
条
）

」

第
三
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
小
切
手
等
の
支
払
地
）

第
三
十
七
条

政
令
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
収
入
の
納
付
に
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
小
切
手
等
の
支
払
地
は
、
全
国
の
区
域
と
す
る
。

第
四
十
条
中
「
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
小
切
手
等
」
を
「
政
令
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
小
切
手
等
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
国
債
若
し
く
は
地
方
債
若
し
く
は
国
債
若

し
く
は
地
方
債
の
利
札
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
小
切
手
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
天
災
等
に
よ
る
物
品
の
滅
失
等
の
報
告
）
」
に
改
め
、
同
条
中

「
場
合
」
の
下
に
「
（
物
品
を
使
用
し
て
い
る
職
員
が
、
そ
の
使
用
に
係
る
物
品
を
亡
失
し
、
又
は

損
傷
し
た
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
百
八
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
天
災
等
に
よ
る
固
定
資
産
の
滅
失
等
の
報
告
）
」
に
改
め
、
同

条
中
「
場
合
」
の
下
に
「
（
占
有
動
産
を
保
管
し
て
い
る
職
員
が
、
そ
の
保
管
に
係
る
占
有
動
産
を

亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
固
定
資
産
事
故
報
告
書
」
を
「
固
定
資

産
滅
失
等
報
告
書
」
に
改
め
る
。

「
第
十
一
章

雑
則
」
を
「
第
十
一
章

職
員
の
賠
償
責
任
」
に
改
め
る
。

第
二
百
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
事
故
の
報
告
等
）

第
二
百
九
条
の
二

経
営
戦
略
課
長
又
は
院
長
は
、
資
金
前
渡
職
員
、
占
有
動
産
を
保
管
し
て
い
る

職
員
又
は
物
品
を
使
用
し
て
い
る
職
員
が
、
そ
の
保
管
に
係
る
現
金
、
有
価
証
券
、
物
品
若
し
く

は
占
有
動
産
又
は
使
用
に
係
る
物
品
を
亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
現
金
・
物

品
等
亡
失
・
損
傷
報
告
書
（
別
記
様
式
第
七
十
七
号
）
を
作
成
し
て
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

経
営
戦
略
課
長
又
は
院
長
は
、
前
条
に
規
定
す
る
行
為
を
す
る
権
限
を
有
す
る
職
員
又
は
同
条

に
規
定
す
る
補
助
職
員
が
、
法
令
等
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
行
為
を
し
た
こ
と
又
は
怠
っ
た
こ

と
に
よ
り
県
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
会
計
事
故
報
告
書
（
別
記
様
式
第
七
十
八

号
）
を
作
成
し
て
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
賠
償
審
査
委
員
会
の
設
置
）

第
二
百
九
条
の
三

前
二
条
に
規
定
す
る
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
条
に
規
定
す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
県

に
損
害
を
与
え
た
か
ど
う
か
を
審
査
さ
せ
る
た
め
、
賠
償
審
査
委
員
会
を
置
く
。

２

賠
償
審
査
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
百
九
条
の
三
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
十
二
章

雑
則

別
記
様
式
第
七
十
一
号
中
「固

定
資
産
事
故
報
告
書

」
を
「固

定
資
産
滅
失
等
報
告
書

」
に
改
め

る
。別

記
様
式
第
七
十
六
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

令和４年１１月４日（金） 群 馬 県 報 第１００４９号



5

令和４年１１月４日（金） 群 馬 県 報 第１００４９号

別記様式第７７号（規格Ａ４）（第２０９条の２関係）

亡失
現金・物品等 報告書

損傷

年 月 日

管理者 様

経営戦略課長（院長）

氏名

亡失
次のとおり しました。

損傷

１ 所 属 名

２ 亡失（損傷）者職氏名

３ 亡 失 現 金 等 内 容

購 入 価 格
４ 亡 失 （ 損 傷 ） 物 品 品名

帳 簿 価 格

５ 亡 失 （ 損 傷 ） 月 日 時

６ 亡 失 （ 損 傷 ） 場 所

亡失（損傷）の事実発見の
７

契 機

亡失（損傷）の原因で
８

あ る 事 情 の 詳 細

９ 亡失（損傷）後の処理状況

亡 失 （ 損 傷 ） 当 時 の
10

保 管 状 況

11 平 素 における保管状況

12 事 実 発見後とった措置

13 そ の 他 必 要 な 事 項

14 課 長 （ 院 長 ） の 意 見

※固定資産の亡失、損傷等の場合は、別記様式第７１号に準じた明細書を添付のこと。
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別記様式第７８号（規格Ａ４）（第２０９条の２関係）

会計事故報告書

年 月 日

管理者 様

経営戦略課長（院長）

氏名

次のとおり予算執行上の事故が発生しました。

１ 所 属 名

事 故 発 生 の 原 因 と
２

考 え ら れ る 者

県 に 与 え た
３

損 害 の 内 容

事 故 発 生 の
４

経 過 と 原 因

違 反 し た 法 令
５

及 び 条 項

６ 事 故 発 見 の 契 機

事 故 発 見 後 の
７

処 理 状 況

８ そ の 他 必 要 な 事 項

課 長 （ 院 長 ）
９

の 意 見

令和４年１１月４日（金） 群 馬 県 報 第１００４９号
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附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和４年１１月４日（金） 群 馬 県 報 第１００４９号
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落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和４年１１月４日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 落札に係る物品等の名称、予定数量及び落札金額

購入物品 予定数量 落札金額

OKI C835dnwt用大容量トナーカートリッジ、イメージドラム
ア トナーカートリッジ（ブラック）（大容量） １３３本 １６，１２０円／本
イ トナーカートリッジ（イエロー）（大容量） ７６本 １７，２２０円／本
ウ トナーカートリッジ（マゼンタ）（大容量） ６６本 １７，２２０円／本
エ トナーカートリッジ（シアン）（大容量） ７４本 １７，２２０円／本
オ トナーカートリッジ（ブラック）（通常容量） ４本 ９，６５０円／本
カ トナーカートリッジ（イエロー）（通常容量） ２本 １０，３４０円／本
キ トナーカートリッジ（マゼンタ）（通常容量） １本 １０，３４０円／本
ク トナーカートリッジ（シアン）（通常容量） ２本 １０，３４０円／本
ケ イメージドラム（ブラック） ４５本 ９，８６０円／本
コ イメージドラム（イエロー） ２６本 ９，８６０円／本
サ イメージドラム（マゼンタ） ２３本 ９，８６０円／本
シ イメージドラム（シアン） ２５本 ９，８６０円／本

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計管理課 群馬県前橋市大手町一丁目１

番１号

３ 落札者を決定した日 令和４年１０月３日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ナブアシスト 群馬県前橋市元総社町５２１番地の８

５ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

６ 入札公告をした日 令和４年８月２３日

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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